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理  由 

 

 令和４年度からの水田活用の直接支払交付金の見直しについて

は、農家所得の減少や米の余剰生産による米価下落などが懸念され

るだけでなく、営農意欲の喪失や耕作放棄地の増加による農地の荒

廃拡大など、地域農業の基盤維持に支障をきたす恐れがある。地域

の基幹産業である農業とその担い手を守るための措置を国に要望す

る必要がある。 



議会案第５号 
 

水田活用の直接支払交付金の見直しに関する意見書 

 
主食用米の国内需要は、人口減少や食生活の多様化、さらにコロナ禍の影響も

重なり、減少に拍車がかかっており、今後、より一層、米の需給調整の取組が求

められる。この取組を推進するためには、米以外への作付転換を誘導する必要が

あり、水田活用の直接支払交付金は、需要に応じた米生産に取り組む上で、非常

に重要な制度である。 

また、令和４年産米についても、国は更なる主食用米の削減を求めており、生

産者は、今後ますます作付転換を求められることになる。このような厳しい状況

下において、今回の制度見直しは国の食料安全保障の根幹を揺るがしかねず、

「日本一の複合農業産地」を目指し当市が推進してきた作付転換と農地フル活

用への取組を妨げるものである。さらに、交付金の減少に伴う農家所得の減少や

米の余剰生産による米価下落などが懸念されるだけでなく、営農意欲の喪失や、

中山間地域などの条件不利農地での耕作放棄地の増加による農地の荒廃拡大な

ど、地域農業の基盤維持に支障をきたす恐れがある。 

よって、国は、地方の基幹産業である農業の持続的発展が図られるよう、次の

事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。 

 

１．今後５年間に一度も米の作付を行わない農地は交付対象水田としないとい

う方針については、転作作物のために排水対策等を行った水田に米を作付す

るには農家の経済的負担が大きいことから、新たな助成制度の創設を含め、転

作作物の作付が維持できる支援措置を講じること 

２．多年生作物（牧草）の戦略作物助成について、交付単価の削減によって、生

産条件が悪い農地を手放す農業者が続出し耕作放棄地が拡大する恐れがあり、

農業や農山村が有する多面的機能を維持する観点から、多年生作物の取組が

継続できる助成額を維持すること 

３．飼料用米等の複数年加算について、生産者は３年間交付されることを見込ん

で契約を締結していることから、継続分（令和２年～、令和３年～）について

は、契約当初の助成額を継続すること 

４．見直し方針の内容は、転作作物の作付を行ってきた農家の取組に大きな変更

を求めるものであることから、国は農業経営にどのような影響が生じるのか

を調査し、中長期的な見通しを検討のうえ見直しを行うこと。また、生産者へ

の丁寧な説明と、現場の実態や課題を十分に踏まえて進めること 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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